
    令和 4（２０２2）年 12 月 21 日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

優
良
自
動
車
運
転
者
等
の
表
彰
に
つ
い
て 

 

交
通
安
全
協
会
本
山
支
部
で
は
、
当
支
部
管
内
に
居
住
し
、

自
動
車
又
は
二
輪
車
（
原
付
を
含
む
）
の
運
転
を
さ
れ
て
い

る
方
で
、
選
考
基
準
を
満
た
す
方
が
申
請
を
す
れ
ば
左
記
に

よ
り
表
彰
し
ま
す
。 

【
支
部
表
彰
】 

選
考
基
準
・
・
・
当
協
会
会
員
で
、
無
事
故
無
違
反
年
数
７

年
以
上
、
人
格
技
能
と
も
に
優
れ
過
去
に

同
じ
表
彰
を
受
け
て
な
い
方
。 

【
県
表
彰
】 

選
考
基
準
・
・
・
無
事
故
無
違
反
年
数
が
10
年
以
上
等
。
詳

細
は
本
山
支
部
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。 

【
募
集
期
間
】 

12
月
１
日
（
木
）
～
翌
年
2
月
28
日
（
火
） 

午
前
9
時
～
11
時
半
、
午
後
１
時
～
４
時
半 

（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
） 

【
必
要
な
物
】
運
転
免
許
証
・
会
員
証
・
印
鑑 

【
申
請
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
東
警
察
署
本
山
警
察
庁
舎
内 

 

交
通
安
全
協
会
本
山
支
部 

電
話 

76-

０
１
１
０ 

  

令
和
５
年
度
空
き
家
対
策 

総
合
事
業
を
募
集
し
ま
す 

☆
空
き
家
活
用
補
助
事
業
に
つ
い
て 

空
き
家
の
所
有
者
、
そ
の
所
有
者
か
ら
空
き
家
を
借
り
受

け
る
個
人
又
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
、住
宅
確
保
要
支
援
者
の
居

住
に
使
用
す
る
住
居
と
し
て
、活
用
す
る
た
め
に
行
う
改
修
工

事
な
ど
に
係
る
費
用
を
補
助
し
ま
す
。 

●
改
修
補
助
の
条
件
に
つ
い
て 

①
一
戸
建
て
の
住
宅
で
あ
る
こ
と 

②
耐
震
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の 

③
個
人
の
所
有
で
あ
る
も
の 

④
10
年
以
上
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
す
る
こ
と 

⑤
３
親
等
以
内
の
者
と
空
き
家
を
賃
貸
又
は
譲
渡
し
な
い

こ
と
な
ど 

●
補
助
対
象
限
度
額
に
つ
い
て 

・
空
き
家
改
修
費
２
，
７
０
０
千
円
、 

・
耐
震
改
修
費
１
，
２
０
０
千
円 

(
昭
和
56
年
以
前
に
建
設
さ
れ
た
建
物
が
対
象) 

を
上
限
に
補
助
し
ま
す
。 

☆
老
朽
住
宅
除
去
補
助
事
業
に
つ
い
て 

本
山
町
内
の
緊
急
輸
送
道
路
や
避
難
路
の
沿
道
に
位
置
す

る
住
宅
で
、
住
宅
密
集
地
域
に
位
置
す
る
老
朽
化
し
た
住
宅

で
、
倒
壊
に
よ
り
周
囲
の
住
民
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
住
宅
の
除
却
を
行
う
方
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
除
却
工
事
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

●
住
宅
除
去
の
条
件
に
つ
い
て 

①
町
内
に
あ
る
空
き
家
で
、
倒
壊
し
た
場
合
に
町
の
定
め
る

避
難
路
等
を
閉
塞
す
る
恐
れ
が
あ
る
建
物 

②
町
が
定
め
る
老
朽
度
の
測
定
基
準
を
満
た
す
建
物
な
ど 

  

●
補
助
対
象
限
度
額
に
つ
い
て 

 

除
却
工
事
費
の
80
％
、
１
，
６
７
５
千
円
ま
で
を
上
限

に
補
助
（
例
）
除
却
工
事
費
が
１
，
０
０
０
千
円
で
あ
れ

ば
８
０
０
千
円
の
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

●
申
込
み
及
び
決
定
方
法
に
つ
い
て 

３
月
31
日
ま
で
に
担
当
課
ま
で
に
申
し
込
み
後
、
選
定 

委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

本
山
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の 

募
集
に
つ
い
て 

●
一
般
事
務
（
フ
ル
タ
イ
ム
） 

【
勤
務
場
所
】
本
山
町
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

【
採
用
人
数
】
１
名 

【
勤
務
内
容
】
社
会
教
育
事
業
事
務
補
助 

【
任
用
期
間
】
採
用
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で 

【
勤
務
時
間
】
平
日
週
５
日
勤
務 

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で 

昼
食
休
憩
１
時
間
有
り
・
時
間
外
労
働
無
し 

【
休
日
等
】
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日 

【
給
料
額
】
月
額
１
５
４
，
６
０
０
円 

【
資
格
等
】
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
が
で
き
る
方 

【
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
・
災
害
補
償
保
険
】
有
り 

【
応
募
方
法
】 

・
本
山
町
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申
込
書
を
提
出 

（
申
込
書
は
、
本
山
町
教
育
委
員
会
で
配
布
） 

【
申
込
締
切
】 

令
和
５
月
１
月
13
日(

金)

午
後
５
時
必
着
（
郵
送
可
） 

 

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
及
び
面
接 

【
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先
】 

 
 

〒
７
８
１-

３
６
０
１ 

本
山
町
本
山
５
６
９-

１ 

 
 

 

本
山
町
教
育
委
員
会 

電
話
76―

２
０
８
４ 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 
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    令和 4（２０２2）年 12 月 21 日（2） 

 

地
域
医
療
健
診
の
追
加
日
程
に
つ
い
て 

 
令
和
４
年
度
地
域
医
療
健
診
（
国
保
特
定
健
診
／
高
齢
者

健
診
）
は
、
来
年
１
月
か
ら
追
加
の
健
診
が
始
ま
り
ま
す
。

今
年
度
の
健
診
を
受
け
て
い
な
い
方
で
希
望
さ
れ
る
方
は
、

左
記
の
日
程
で
希
望
す
る
健
診
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
保
健

セ
ン
タ
ー
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

            

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

保
健
セ
ン
タ
ー 

電
話
70‐

１
０
６
０ 

      

各
が
ん
検
診
広
域
実
施
お
知
ら
せ 

左
記
の
通
り
県
内
の
各
会
場
で
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
定
員
が
あ
る
た
め
お
早
め
に
申
し
込
み

を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

【
申
込
開
始
日
】
令
和
５
年
1
月
10
日
（
火
） 

【
対
象
者
】
県
内
在
住
で
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
検
診 

を
受
け
て
い
な
い
方
及
び
対
象
年
齢
の
方 

             

※
75
歳
以
上
の
方
及
び
生
活
保
護
受
給
の
方
は
、
検
診
料
は

無
料
で
す
。
生
活
保
護
受
給
者
の
方
で
、
受
診
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
申
し
込
み
後
、
自
己
負
担
免
除
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
本
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー
（
電
話
70-

１
０

６
０
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

  

         【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】
各
検
診
日
の
２
週
間
前
ま
で 

高
知
県
総
合
保
健
協
会
（
平
日
午
前
８
時
30
分
～ 

午
後
５
時
） 

電
話
０
８
８-

８
３
１-

４
３
５
１ 

障
が
い
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
が
い
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま 

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相

談
日
の
3
日
前
ま
で
に
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
１
月
20
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
本
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー 

１
階 

保
健
指
導
室 

【
対
象
者
】 

 
 

〇
障
が
い
や
病
気
の
あ
る
方
で
、 

 
 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 
 

〇
障
が
い
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援
事
業 

所
の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話
０
８
８-

８
５
４-

９
１
１
１ 



    令和 4（２０２2）年 12 月 21 日（3） 

 

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
定
期
予
防
接
種
の

期
間
延
長
の
お
知
ら
せ 

現
在
、
国
内
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
者
が
過
去
２
年
間

の
同
時
期
と
比
べ
て
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
定
期
予
防
接
種
の
接
種
期
間
を
延

長
し
ま
す
。
こ
の
予
防
接
種
は
、
発
症
や
重
症
化
を
防
止
す

る
こ
と
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
あ
わ
せ
て
手
洗
い
・
う
が
い
・

マ
ス
ク
の
着
用
等
の
基
本
的
な
感
染
予
防
対
策
を
励
行
し
、

健
康
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

【
対
象
者
】
本
山
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
で
、
接
種
を
希
望

し
て
お
り
、
接
種
日
時
点
で
左
記
①
又
は
②
に
該

当
す
る
方 

①
令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で
に
65
歳
以
上
と
な
っ
た
方 

②
令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で
に
60
歳
か
ら
64
歳
ま
で

の
方
で
、
心
臓
、
じ
ん
臓
又
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の

身
辺
の
日
常
生
活
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害

を
有
す
る
方
、及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免

疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の

障
害
を
有
す
る
方 

【
回
数
】
左
記
の
実
施
期
間
中
に
１
回 

【
期
間
】
令
和
４
年
10
月
１
日
（
土
）
～ 

令
和
５
年
１
月
31
日
（
火
） 

※
医
療
機
関
の
休
診
日
を
除
く 

【
機
関
】
県
下
委
託
医
療
機
関 

【
申
込
】
希
望
の
医
療
機
関
に
事
前
に
接
種
日
時
等
を
ご
確
認 

の
上
、
健
康
保
険
証
を
持
参
し
、
接
種
を
申
し
出
て 

く
だ
さ
い
。 

（
医
療
機
関
に
よ
り
、予
約
制
の
場
合
が
あ
り
ま
す
） 

【
料
金
】
自
己
負
担
金 

１
，
1
０
０
円 

・
公
費
負
担
で
接
種
で
き
る
の
は
、
期
間
中
１
回
の
み
で
す
。 

 

・
対
象
者
の
う
ち
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
自
己

負
担
金
が
免
除
に
な
り
ま
す
の
で
、本
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

又
は
本
山
町
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
免
除
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
に
は
印
鑑
が
必
要
で
す
。 

・
接
種
後
の
免
除
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
接
種
前
に

必
ず
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
本
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー
（
健
康
福
祉
課
） 

電
話
70-

１
０
６
０ 

固
定
資
産
税
に
関
す
る
届
出 

こ
ん
な
時
に
は
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す 

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
に
所
有
す
る
資
産

に
対
し
課
税
さ
れ
ま
す
。 

適
正
な
課
税
を
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
届
け

出
を
お
願
い
し
ま
す
。 

・
納
税
義
務
者
（
所
有
者
）
が
死
亡
し
た
と
き 

 
・
納
税
管
理
人
を
指
定
（
ま
た
は
変
更
、
解
消
）
す
る
と
き 

・
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き 

・
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た
と
き 

・
納
税
通
知
書
の
送
付
先
が
変
わ
っ
た
と
き 

※
届
出
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
い
た
だ
く
か
、
ご
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、
役
場
住
民

生
活
課
税
務
班
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

※
家
屋
を
新
築
・
増
築
し
た
場
合
も
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課
税
務
班 

電
話 

76-
２
１
１
５ 

    

 

使
っ
て
い
な
い
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の 

解
約
忘
れ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う 

 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
（
以
下
「
サ
ブ
ス
ク
」
と
い
う
。）

と
は
、
定
額
を
定
期
的
に
支
払
う
こ
と
で
一
定
期
間
、
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。申
し
込
む

際
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
登
録
が
必
要
で
、登
録
し
た
あ
と

は
自
動
で
更
新
さ
れ
る
た
め
、
便
利
な
反
面
、
使
わ
な
く
な
っ

た
場
合
で
も
契
約
が
継
続
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
お
試
し
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
お
試
し

期
間
内
に
解
約
を
し
な
け
れ
ば
自
動
的
に
定
額
サ
ー
ビ
ス
に

移
行
し
、自
ら
解
約
し
な
い
限
り
支
払
い
が
続
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。申
し
込
む
際
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
利
用
規
約
や
解

約
方
法
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

○
解
約
は
事
業
者
の
定
め
る
方
法
で
手
続
き
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。申
し
込
み
時
に
登
録
し
た
ア
カ
ウ
ン
ト
名
や
パ

ス
ワ
ー
ド
等
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
忘
れ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

○
利
用
し
て
い
な
い
サ
ブ
ス
ク
に
す
ぐ
気
付
け
る
よ
う
、ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
キ
ャ
リ
ア
決
済（
電
話
料
金
と
ま
と
め
て

支
払
う
方
法
）な
ど
の
支
払
い
の
設
定
の
詳
細
は
毎
月
確
認

し
ま
し
ょ
う
。 

○
不
審
に
思
う
こ
と
、
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
消
費
者
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
「
１
８
８
（
い
や
や
）」
に
電
話
を
し
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

電
話 

０
８
８-

８
２
４-

０
９
９
９ 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

    



    令和 4（２０２2）年 12 月 21 日（4） 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
に
関
す
る 

ト
ラ
ブ
ル
に
注
意 

 

近
年
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
に
関
す
る
消
費
生
活
相
談
が

増
加
傾
向
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
29
年
度
は
４
，
２
０
３
件

で
あ
っ
た
相
談
が
令
和
３
年
度
で
は
７
，
２
７
６
件
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
令
和
３
年
度
の
相
談
で
は
20
歳
未
満

が
当
事
者
の
相
談
が
全
体
の
過
半
数
を
占
め
て
い
ま
す
。 

課
金
に
つ
い
て
の
相
談
で
は
課
金
額
10
万
円
～
50
万
円

未
満
が
最
多
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
の
44
％
と
高
額
の
相
談

が
多
く
み
ら
れ
て
い
ま
す
。 

近
年
多
い
事
例
の
う
ち
、
典
型
的
な
も
の
は
次
の
と
お
り

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

【
未
成
年
者
に
よ
る
課
金
】 

・
子
供
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
端
末
に
登
録
し
て
い
た
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
番
号
を
利
用
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
に
課
金

し
て
い
た
。
取
り
消
し
を
し
た
い
。 

 

・
子
供
が
勝
手
に
現
金
を
持
ち
出
し
、
コ
ン
ビ
ニ
で
プ
リ
ペ

イ
ド
型
電
子
マ
ネ
ー
の
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
を
購
入
し
て
課
金

し
て
い
た
。
返
金
し
て
も
ら
え
る
か
。 

【
ゲ
ー
ム
へ
の
の
め
り
込
み
】 

・
子
供
に
ゲ
ー
ム
の
こ
と
を
聞
く
と
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
。 

・
ゲ
ー
ム
を
止
め
た
い
が
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

・
子
供
が
家
で
ゲ
ー
ム
ば
か
り
し
て
学
校
に
も
行
け
な
く
な

っ
た
。
子
供
の
精
神
状
態
や
不
登
校
に
つ
い
て
、
病
気
の

可
能
性
も
含
め
て
心
配
し
て
い
る
。 

【
そ
の
他
ゲ
ー
ム
プ
レ
イ
に
関
す
る
相
談
】 

・
高
額
課
金
し
て
有
料
ガ
チ
ャ
を
何
度
も
引
い
た
が
、
表
示

さ
れ
て
い
た
確
率
で
は
レ
ア
ア
イ
テ
ム
を
入
手
で
き
な
か

っ
た
。 

 

・
運
営
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
能
力
や
ア
イ
テ
ム
の
レ
ベ
ル
を

一
方
的
に
下
方
修
正
し
た
た
め
、
さ
ら
に
課
金
し
て
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
能
力
を
上
げ
た
り
、
レ
ベ
ル
の
高
い
ア
イ
テ

ム
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。 

★
ト
ラ
ブ
ル
に
対
す
る
ポ
イ
ン
ト 

・
子
供
が
課
金
を
行
っ
た
事
実
を
確
認
し
た
上
で
、
課
金
を
行

っ
た
本
人
の
年
齢
や
障
害
等
の
有
無
を
確
認
し
、
課
金
の
取

消
、
無
効
の
主
張
が
で
き
る
か
検
討
く
だ
さ
い
。
特
に
未
成

年
者
が
課
金
の
申
し
込
み
時
に
詐
術
（
年
齢
を
偽
る
な
ど
）

を
行
っ
て
い
な
い
か
事
実
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
課
金
の
請
求
書
や
利
用
明
細
、
課
金
通
知
メ
ー
ル
の
保
存
を

し
、
時
系
列
を
整
理
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
再
び
課
金
し
な
い
よ
う
に
子
供
の
ゲ
ー
ム
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を

削
除
し
た
こ
と
に
よ
り
、
課
金
履
歴
や
ア
カ
ウ
ン
ト
の
特
定

が
で
き
な
く
な
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
の
で
問
題
が
解

決
す
る
ま
で
は
ア
カ
ウ
ン
ト
の
削
除
も
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。 

・
ゲ
ー
ム
へ
の
の
め
り
込
み
に
関
し
て
は
様
々
な
要
因
が
考
え

ら
れ
ま
す
の
で
、
関
係
す
る
専
門
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

・
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
フ
ィ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
ま
ず
は
ゲ
ー
ム

運
営
事
業
者
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
不
正
ア

ク
セ
ス
や
リ
ア
ル
マ
ネ
ー
ト
レ
ー
ド
な
ど
詐
欺
犯
罪
が
疑

わ
れ
る
場
合
に
は
警
察
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
に
は
、
多
大
な
時
間
や
労
力
が
か
か
り
ま

す
。
ト
ラ
ブ
ル
の
当
事
者
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
日
頃
か
ら

家
族
で
ル
ー
ル
を
決
め
て
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
管
理
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。 

★
不
審
に
思
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
「
１

８
８
（
い
や
や
）」
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

高
知
県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

電
話 

０
８
８-

８
２
４-

０
９
９
９ 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

７
６―

３
９
１
６ 

 

                         

1 日 17 火

2 月 18 水

3 火 19 木

4 水 20 金

5 木 21 土

6 金 22 日

7 土 23 月

8 日 24 火

9 月 25 水

10 火 26 木

11 水 27 金

12 木 28 土

13 金 29 日

14 土 30 月

15 日

16 月

閉庁日 農業委員会

1月 カ レ ン ダ ー
閉庁日

閉庁日 古紙・ペットボトル回収日、行政相談

民事家事相談、障がい者の就労相談

成人の日 区長便

地域医療検診

区長便

地域医療検診

※検診等、健康相談に関する問い合わせは、保健センター（℡７０－１０６０）まで。
※納税に関する問い合わせは、住民生活課 税務班（℡７６－２１１５）まで。

嶺北消防団連合会出初式
31 火 吉野公民館開館日


